
資料４－１  

３水管第 3025 号 

令和４年３月 17 日 

水産政策審議会 会長 

田中 栄次 殿 

  農林水産大臣 金子 原二郎 

特定水産資源（みんくくじら）に関する令和４管理年度における漁獲可能量

等の変更について（諮問第 384号） 

漁業法（昭和 24年法律第 267号）第 15条第１項の規定に基づき定めた特定水産

資源（みんくくじら）に関する令和４管理年度における漁獲可能量等について、別

紙のとおり変更したいので、同条第６項において準用する同条第３項の規定に基づ

き、貴審議会の意見を求める。 
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資料４－２ 

 令和４管理年度（令和４年１月～令和４年 12 月）みんくくじら漁獲可能量

（ＴＡＣ）等の変更について 

 令和４年３月

水 産 庁  

１ 変更の背景 

みんくくじらは資源管理基本方針第１の（４）の国際水産資源として位置付けられて

おり、漁獲可能量を設定することについては、令和３年 11 月 16 日に開催された第 116 

回水産政策審議会資源管理分科会にて「適当である」旨の答申を得た上で、令和３年 

12 月 27日にＴＡＣを公表したころ。 

 なお、科学的根拠に基づく鯨類の漁獲可能量の設定プロセスにあたり、独立科学者グ

ループからのレビューを考慮しており、みんくくじらについては、2019 年の独立科学

者グループによる「新しい資源量推定値が得られ次第、漁獲可能量は更新されるべき」

との勧告を踏まえ、最新の科学的データを反映させた漁獲可能量への更新作業を進めて

いたところ、今般、その作業が完了したため、それを踏まえた漁獲可能量の変更を行う

ものである。

２ ＴＡＣの変更（案） 

（１）設定の考え方

国際捕鯨委員会において採択された手続に従って、初期資源量（当該水産資源の人

為的な漁獲がなされる前の資源量をいう。）の 60 パーセントの資源水準を長期的に

維持する漁獲量を算定する方法で得られた値から、混獲その他の捕鯨業における漁獲

以外の人為的要因により通常発生すると想定される年間の死亡頭数を減じた量をＴ

ＡＣとする。 

（２）令和４管理年度（令和４年１月１日～12月 31日）のＴＡＣ

３ 配分（案） 

みんくくじらについては、漁期中に母船式捕鯨業に配分を行う可能性があること

から、ＴＡＣの 20％（１頭未満の数量は切捨てとする。）を国の留保とし、残りの

全量を基地式捕鯨業へ配分をする。また、来遊状況に応じ不足が生じた場合には国

の留保から配分する。 

特定水産資源 

漁獲シナリオで

算定された漁獲

量の値 

通常発生すると想定される

年間の死亡頭数(※) 

ＴＡＣ 

（新）みんくくじら 167頭 34頭 133頭 

（旧）みんくくじら 171頭 34頭 137頭 
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＜参考＞ 

(新) （旧）

特定水産資源 特定水産資源

みんくくじら みんくくじら

大臣管理区分 数量（頭） 大臣管理区分 数量（頭）

母船式捕鯨業（太平洋海域） 0 母船式捕鯨業（太平洋海域） 0

母船式捕鯨業（オホーツク海域） 0 母船式捕鯨業（オホーツク海域） 0

基地式捕鯨業（太平洋海域） 75 基地式捕鯨業（太平洋海域） 77

基地式捕鯨業（オホーツク海域） 32 基地式捕鯨業（オホーツク海域） 33

留保 26 留保 27

ＴＡＣ（頭）

137

ＴＡＣ（頭）

133
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